
2行方市議会だよりNo.74

あ
ら
ま
し

令和5年 第３回臨時会・第４回定例会第３回臨時会・第４回定例会
◆第３回（11 月）臨時会は、11 月 14 日に開催され、報告１件が市長から、また、特
　別委員会の設置を求め、議員から発議１件が提出されました。審査の結果、発議１件

は賛成少数により否決されました。
◆第４回（12 月）定例会は、12 月１日から 12 月 19 日までの 19 日間にわたり開催さ
　れ、条例の制定・改正、補正予算など 15 件が市長から提出されました。議案は、審

査の結果、いずれも原案のとおり、可決・承認されました。また、一般質問では 10
名の議員が登壇し、市の方針等を質しました。

　長引くコロナ禍や価格高騰により、市民の日常生活や地域経済が今もなお大きな影響を受けています。
　今後も様々な課題に対応しつつ、市民の皆さまのニーズに応じた機動的で柔軟な施策を展開していく
ことで、実利の見える化を図り、市民が市政を自分事として捉
え、安心して暮らせるまちづくりの実現に向けて全力を尽くし
てまいります。
　どうか、市民の皆さま、議員各位におかれましては、なお一
層のご理解とご協力を
賜りますよう、お願い
申し上げます。

第４回定例会　市長あいさつ及び提案理由の説明　�

第
４
回
定
例
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら

　
12
月
１
日（
金
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】開
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
案
の
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

　
　
　
５
日（
火
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
６
日（
水
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
７
日（
木
）【
本
会
議
】一
般
質
問

　
　
　
　
　
　
　
【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
全
員
協
議
会
】　

　
　
　
８
日（
金
）【
本
会
議
】議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

　
　
　
　
　
　
　
【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
全
員
協
議
会
】

　
　
　
11
日（
月
）【
総
務
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
12
日（
火
）【
教
育
厚
生
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
14
日（
木
）【
予
算
決
算
常
任
委
員
会
】付
託
案
件
の
審
査

　
　
　
19
日（
火
）【
議
会
運
営
委
員
会
】

　
　
　
　
　
　
　
【
全
員
協
議
会
】　

　
　
　
　
　
　
　
【
本
会
議
】委
員
長
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
員
の
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閉
会

（一部抜粋）

第
３
回
臨
時
会
の
経
過

※
議
案
の
内
容
は
７
ペ
ー
ジ

11
月
14
日
（
火
）

【
本
会
議
】
開
会

　
　
　
　

会
期
の
決
定
、
諸
般
の
報
告

　
　
　
　

議
案
の
上
程
、
説
明
、

　
　
　
　

質
疑
、
討
論
、
採
決

　
　
　
　

閉
会
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審査の内容を一部抜粋してお伝えします。議決結果は８ページをご参照ください。

令和５年第４回行方市議会定例会 付託案件の審査

　
行
方
市
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
市
民
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
事
務
の
簡
素
化
及

び
効
率
化
を
図
る
た
め
、
公
告
式
の
電
子
化
に
係
る

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　
既
存
の
掲
示
板
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
掲
示
板

（
デ
ジ
タ
ル
）
を
併
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と

思
う
が
、
今
後
の
運
用
に
つ
い
て
は

　
基
本
的
に
は
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
い
く
が
、
税
法

上
等
に
お
い
て
は
、
紙
ベ
ー
ス
で
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
が
一
部
残
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

災
害
な
ど
で
電
子
掲
示
板
が
使
用
で
き
な
い
と
き

な
ど
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
既
存
の
掲
示
板
を

使
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

　
行
方
市
消
防
団
の
定
員
、
任
免
、
報
酬
、
服
務
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
　
災
害
の
頻
発
・
激
甚
化
に
よ
る
消
防
団
員
の
負
担

の
増
加
等
を
踏
ま
え
、
総
務
省
消
防
庁
が
定
め
た
非

常
勤
消
防
団
員
の
報
酬
等
の
基
準
に
準
拠
し
、
消
防

団
員
の
処
遇
改
善
を
図
る
ほ
か
、
資
格
要
件
及
び
定

数
の
見
直
し
を
行
う
も
の

　
団
員
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
、「
団
長
が
特
に

必
要
と
認
め
る
場
合
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
行
方
市

に
住
所
が
な
く
、
職
場
も
な
い
他
市
の
方
が
入
団

す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
の
際

は
通
常
ど
お
り
入
団
届
や
申
請
書
を
提
出
す
れ
ば

良
い
の
か
。
市
に
許
可
を
も
ら
っ
て
か
ら
入
団
す

る
の
か

　
事
務
局
、
消
防
団
の
方
に
入
団
届
を
出
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
住
所
要
件

な
ど
を
本
人
に
確
認
し
、
最
終
的
に
は
任
命
権
者

で
あ
る
団
長
判
断
と
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場

合
が「
団
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
」と
な
っ

て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

委
員
か
ら
の
意
見
・
要
望

〇
報
酬
が
個
人
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
各
団
の

登
録
人
数
と
実
際
に
活
動
し
て
い
る
人
数
、
出
動

回
数
な
ど
の
実
態
を
、
今
後
は
よ
り
し
っ
か
り
と

把
握
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る

〇
機
能
別
消
防
団
を
有
効
活
用
し
て
い
っ
て
ほ
し
い

〇
条
例
改
正
に
伴
い
、
問
題
が
発
生
し
な
い
よ
う
、

細
部
ま
で
き
ち
ん
と
制
度
設
計
を
し
て
い
っ
て
ほ

し
い

　
行
方
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
令
和
５
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
じ
、
職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

月
例
給
及
び
特
別
給
の
改
定
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の

新
設
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
導
入
等
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の

　
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
対
象
と
な
る
職
員
は

　

職
員
全
員
を
対
象
と
し
た
制
度
と
な
り
ま
す

が
、
希
望
す
る
方
と
な
り
ま
す
。
市
役
所
の
業
務

が
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
大
前
提
と
し
つ
つ
、
進
め

て
い
く
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
行
方
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与
及

び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
行
方
市
教
育
委
員
会

教
育
長
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件

及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
令
和
５
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
じ
、
職
員
の
給
与
改
定
を
実
施
す
る
こ
と

に
伴
い
、
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当

の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の

総
務
委
員
会

玉造庁舎の掲示板
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行
方
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
令
和
５
年
人
事
院
勧
告
及
び
茨
城
県
人
事
委
員
会

勧
告
に
準
じ
、
職
員
の
給
与
改
定
を
実
施
す
る
こ
と

に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
、
給
料
表

を
改
定
す
る
と
と
も
に
、
令
和
６
年
度
か
ら
勤
勉
手

当
を
支
給
す
る
た
め
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の 

　
人
事
院
勧
告
に
伴
う
給
与
の
引
き
上
げ
分
の
支

給
日
は

　
12
月
中
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
行
方
市
職
員
の
降
給
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

　
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
２
６
１
号
）

第
27
条
第
２
項
及
び
第
28
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
の
意
に
反
す
る
降
給
に
関
し
所
要
の
規
定

を
整
備
す
る
も
の

　
職
員
へ
の
制
度
の
周
知
方
法
は

　
定
年
引
き
上
げ
に
伴
う
管
理
監
督
職
勤
務
上
限

年
齢
制
（
役
職
定
年
制
）
導
入
に
よ
る
降
給
を
規

定
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で

あ
り
、
対
象
と
な
る
定
年
を
迎
え
る
職
員
へ
制
度

内
容
を
説
明
し
、
そ
の
後
の
働
き
方
に
つ
い
て
確

認
を
取
っ
て
い
ま
す
。

　
行
方
市
交
流
宿
泊
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

　

地
方
自
治
法(

昭
和
22
年
法
律
第
67
号)

第

２
４
４
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て
、同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、

議
決
を
求
め
る
も
の

　
緊
急
時
の
対
応
、
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
場
合
な

ど
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か

　

白
帆
の
湯
に
隣
接
す
る
ム
ー
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス

は
、
基
本
的
に
非
接
触
型
の
宿
泊
施
設
と
な
り
、

通
常
の
場
合
は
人
と
接
触
す
る
こ
と
な
く
チ
ェ
ッ

ク
イ
ン
で
き
る
と
い
う
体
制
を
取
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
利
用
者
が
そ
の
よ
う
な
作
業
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
人
が
つ
い
て
手
続
き
を
取
る
よ
う

な
形
を
事
業
者
に
お
い
て
想
定
し
て
い
ま
す
。

　
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
や
室
内
の
清
掃
、
緊
急
時
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
人
員
を
確
保
す
る
予
定

で
す
。
法
の
定
め
に
よ
る
と
、
緊
急
時
は
10
分
以

内
に
駆
け
つ
け
る
体
制
を
取
る
よ
う
に
と
な
っ
て

い
ま
す
。
指
定
管
理
者
の
決
定
を
受
け
た
後
に
、

事
業
者
と
協
議
を
進
め
な
が
ら
、
利
用
者
の
方
々

へ
迷
惑
が
掛
か
ら
な
い
体
制
を
取
っ
て
ま
い
り
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
行
方
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を

構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律（
令
和
５
年
法
律
第
31
号
）の
施
行
に
伴
い
、

出
産
す
る
被
保
険
者
に
係
る
産
前
産
後
期
間
に
お
け

る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
措
置
を
実
施
す
る
も
の

　
減
免
措
置
の
手
続
き
方
法
を
、
届
け
出
制
に
し

た
理
由
は

　
上
位
法
の
方
で
届
け
出
に
つ
い
て
の
規
定
も
あ

る
が
、
市
外
で
の
出
産
の
場
合
な
ど
、
対
象
と
な

る
出
産
被
保
険
者
を
完
全
に
把
握
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
た
め
、
世
帯
主
等
か
ら
の
届
出
に
基

づ
き
減
額
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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行
方
市
手
話
言
語
の
普
及
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　
手
話
へ
の
理
解
の
促
進
及
び
手
話
の
普
及
に
関
す

る
基
本
理
念
並
び
に
手
話
に
関
す
る
施
策
の
推
進
等

に
つ
い
て
定
め
る
も
の

　
市
内
の
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
、
手
話
通
訳

者
を
派
遣
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。
派
遣
で
き
る

場
合
の
基
準
は

　
基
本
的
に
は
、
市
の
行
事
に
対
す
る
配
置
と
な

り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
に
手
話
通
訳
者

を
配
置
す
べ
き
か
、
今
後
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
祭
り
等
と
な
る
と
、
市

の
行
事
と
は
異
な
っ
て
く
る
た
め
、
ど
う
い
う
形

で
派
遣
が
必
要
か
な
ど
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

教
育
厚
生

員
委

会

行
方
市
公
民
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　
行
方
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
実
施
計
画

に
基
づ
き
、
一
部
の
施
設
を
廃
止
す
る
も
の

　
「
一
部
の
施
設
を
廃
止
す
る
」
と
あ
る
が
、
武

田
地
区
館
は
全
て
解
体
す
る
の
か
。
ま
た
今
後
の

利
活
用
に
つ
い
て
は

　
地
区
館
の
統
廃
合
は
、
行
方
市
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
に
の
っ
と
っ
て
進
め
て
い
ま
す
。
武

田
地
区
館
は
、
耐
震
基
準
も
満
た
し
て
お
ら
ず
、

借
地
な
の
で
、
今
後
の
利
活
用
は
考
え
て
い
ま
せ

ん
。

～　議会へ請願・陳情される方へ　～

請願・陳情とは、市民が市政についての要望や意見を直接「議会」に提出する方法です。

※　請願書（陳情書）はその要旨、理由を簡単に
分かりやすく書いてください。

※　提出年月日、請願（陳情）者の住所、署名又
は記名押印してください。

※　請願書は、１人以上の紹介議員が必要で、表紙
に自筆による署名又は記名押印が必要です。

※　紹介議員がつかないときは、陳情書としてく
ださい。

※　提出方法については、議会事務局へお問い合
わせください。

○○○に関する
請願（陳情）書

紹介議員
署名又は
記名押印　　　　　印

○○○に関する請願
（陳情）

1. 要旨
2. 理由

令和　年　月　日
請願（陳情）者の住所
署名又は
記名押印　　　　　印
行方市議会議長　　殿

（表紙例） （内容例）

手話通訳者による本会議での手話通訳
の様子（第４回定例会　委員長報告）

武田地区館
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議案賛否結果一覧表
（賛成＝○、反対＝×、棄権＝△、欠席＝－、議長＝■）

※賛成者を起立させ、表決を行いました。
※議長は通常、表決に加わりません。
※棄権は表決する権利を行使しなかった場合です（棄権は退席・不在を含みます）。

賛否が分かれた
議案と賛否結果

１　
宮
嵜　
和
洋

２　
山
口　
律
理

３　
伊
勢
山
仙
寿

４　
髙
野　
市
郎

５　
阿
部
孝
太
郎

６　
小
野
瀬
忠
利

７　
栗
原　
　
繁

８　
土
子　
浩
正

９　
貝
塚　
俊
幸

10　
鈴
木　
　
裕

11　
髙
橋　
正
信

12　
小
林　
　
久

13　
髙
木　
　
正

14　
大
原　
功
坪

15　
鈴
木　
義
浩

16　
岡
田　
晴
雄

17　
髙
栁
孫
市
郎

18　
宮
内　
　
守

賛 

否 

結 

果

議 案 第 58 号 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 × ■ 可決

本会議において 賛否が分かれた議案

賛
成
討
論

可決
令
和
５
年
度
行
方
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７

号
）
に
つ
い
て

議案
第58号

反
対
討
論

　
中
学
生
海
外
派
遣
研
修
事
業
委
託
料
に
つ
い
て
、

債
務
負
担
行
為
に
お
い
て
、
約
１
５
０
０
万
円
の
計

上
が
あ
る
が
、
20
人
を
派
遣
す
る
と
い
う
内
容
で
、

一
人
当
た
り
約
75
万
円
の
事
業
費
と
な
り
、
自
己
負

担
額
も
約
20
万
円
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
募
集
方
法

に
も
よ
る
が
、
あ
る
程
度
の
資
産
が
あ
る
家
庭
の
お

子
さ
ん
し
か
応
募
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
他
自
治
体
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
り
、
同

様
の
事
業
を
縮
小
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
事
業

を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
部
の
富
裕
層
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
す
る
の
で
は
な
く
、
所
得
に
関
係
な
く
ど

の
よ
う
な
家
庭
で
も
参
加
で
き
る
よ
う
、
一
人
当
た

り
の
事
業
費
を
少
な
く
す
る
な
ど
見
直
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

　
い
ろ
い
ろ
な
仕
組
み
を
作
っ
た
上
で
、
や
る
気
と

強
い
意
志
が
あ
る
方
を
派
遣
す
れ
ば
良
い
と
考
え

る
。

　
こ
の
事
業
は
、
旧
玉
造
町
時
代
か
ら
続
い
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
昨
今
、
燃
油
代
の
高
騰
や
世
界
で
一

番
時
給
が
高
い
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
渡
航
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
で
事
業
費
が
か
か
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
で
、
予
算
決
算
常
任
委
員
会
に
お
い
て

も
質
疑
を
行
っ
た
。

　
そ
の
議
論
を
受
け
、
教
育
長
か
ら
も
「
今
後
、
事

業
内
容
を
見
直
し
て
い
き
た
い
」
と
い
う
答
弁
も

あ
っ
た
。

　
英
語
圏
は
世
界
に
何
か
国
も
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
Ｌ

Ｔ
を
強
化
し
、
子
供
た
ち
が
英
語
に
携
わ
っ
て
い
く

の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
今
回
は
来
年
度
の
債
務

負
担
行
為
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
教
育
委
員
会
等
と
議

論
を
進
め
て
い
っ
て
も
間
に
合
う
話
で
あ
る
。

　
ま
た
、
今
回
の
こ
の
議
案
は
、
他
の
事
業
等
の
補

正
予
算
も
あ
り
、
こ
こ
で
反
対
す
る
な
ら
修
正
動
議

を
か
け
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
将
来
に
向
け
て
の
海
外
派
遣
事
業
は
、
皆
さ
ん
と

と
も
に
こ
れ
か
ら
議
論
し
、
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る

と
考
え
る
。



議決結果は８ページをご参照ください。賛否が分かれた議案については、討論の内容をお伝えします。

令和５年第３回行方市議会臨時会 議案の審議
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議案賛否結果一覧表
（賛成＝○、反対＝×、棄権＝△、欠席＝－、議長＝■）

※賛成者を起立させ、表決を行いました。
※議長は通常、表決に加わりません。
※棄権は表決する権利を行使しなかった場合です（棄権は退席・不在を含みます）。

賛否が分かれた
議案と賛否結果

１　
宮
嵜　
和
洋

２　
山
口　
律
理

３　
伊
勢
山
仙
寿

４　
髙
野　
市
郎

５　
阿
部
孝
太
郎

６　
小
野
瀬
忠
利

７　
栗
原　
　
繁

８　
土
子　
浩
正

９　
貝
塚　
俊
幸

10　
鈴
木　
　
裕

11　
髙
橋　
正
信

12　
小
林　
　
久

13　
髙
木　
　
正

14　
大
原　
功
坪

15　
鈴
木　
義
浩

16　
岡
田　
晴
雄

17　
髙
栁
孫
市
郎

18　
宮
内　
　
守

賛 

否 

結 

果

発 議 第 ４ 号 × 〇 × 〇 × × × × 〇 〇 〇 × 〇 × × × 〇 ■ 否決

【
設
置
の
目
的
】

　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
の
整
備
及
び
利
活
用
に
関

し
、
議
会
の
立
場
か
ら
多
様
な
視
点
に
立
っ
て
必
要
な
事

項
の
調
査
・
検
討
及
び
提
言
を
行
う

議
員
発
議

霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
整
備
事
業
調
査
特
別

委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

発議
第４号

反
対
討
論

　
霞
ケ
浦
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
再
生
整
備
事
業
に
つ
い

て
は
、
所
管
で
あ
る
総
務
委
員
会
に
お
い
て
判
断
す

べ
き
案
件
で
あ
り
、１
日
で
も
早
い
完
成
を
目
指
し
、

市
議
会
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
も

の
だ
と
考
え
る
。

賛
成
討
論

　
確
実
な
開
園
に
向
け
、
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

参
考
人
と
し
て
社
長
を
招
致
し
、
打
診
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
市
の
観
光
産
業
の
発
展
、

ス
ム
ー
ズ
な
開
園
に
向
け
、
特
別
委
員
会
の
設
置
に

賛
成
す
る
。

▼
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

　
（
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
）

　
地
方
自
治
法(

昭
和
22
年
法
律
第
67
号)

第
１
８
０
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
専
決
処
分
し
、
同
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
こ
れ
を
報
告
す
る
も
の

否決

なめがたネット放送局を検索し、市議会録画中継へ
これまでの録画中継はこちらから▶

本会議の様子を「なめがたエリアテレビ」にて、
生中継しています。

　インターネット（パソコン、スマホ）
では、録画中継をしています。
　現在、平成 29 年第２回定例会から
令和５年第３回定例会までがご覧にな
れます。準備が整い次第、令和５年第
４回定例会も公開いたします。
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《市長提出議案》

《市長提出議案》

令和５年第３回行方市議会臨時会　提出議案議決結果

令和５年第４回行方市議会定例会　提出議案議決結果

議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

報告第 16 号 専決処分の報告について
( 損害賠償の額を定め、和解することについて ) ― ―

議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

議案第 48 号 行方市公告式条例の一部を改正する条例について 原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 49 号 行方市消防団の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の一
部を改正する条例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 50 号 行方市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ
いて

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 51 号

行方市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条
例及び行方市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤
務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を
改正する条例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 52 号 行方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等
の一部を改正する条例について

原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 53 号 行方市職員の降給に関する条例の制定について 原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 54 号 行方市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 原案可決
（全会一致） 総務委員会

議案第 55 号 行方市手話言語の普及に関する条例の制定について 原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 56 号 行方市公民館条例の一部を改正する条例について 原案可決
（全会一致） 教育厚生委員会

議案第 57 号 行方市交流宿泊施設の指定管理者の指定について 原案可決
（全会一致） 総務委員会

※　　　色が付いたものは賛否の分かれた議案です。

《議員提出議案》
議案番号 件　　　　　　　名 議決結果 付託委員会

発議第 ４ 号 霞ケ浦ふれあいランド再整備事業調査特別委員会の設置につ
いて 否決 ―
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※　　　色が付いたものは賛否の分かれた議案です。

第４回（12 月）定例会で補正された予算（令和５年度）
議案番号 補正額（総額） 主な内容 議決結果

議案第 58 号
一般会計（第７号）

９億 7829 万８千円　増額
（198 億 7026 万８千円）

・ふるさと応援寄附金募集事業　/　１億 5584 万２千円
・霞ケ浦ふれあいランド再生整備事業　/　215 万６千円
・給食センター運営事業　/　1352 万９千円
・道路河川災害復旧事業　/　4000 万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

原案可決
（賛成多数）

議案第 59 号
国民健康保険特別

会計（第１号）

277 万２千円　減額
（47 億 7322 万８千円） ・職員給与費　/　△ 277 万２千円 原案可決

（全会一致）

議案第 60 号
介護保険特別会計

（第３号）

保険事業勘定
１億 3991 万円７千円 増額

（39 億 9583 万円）

・認定調査事務費　　　/　50 万円
・国庫支出金等償還金　/　9435 万２千円
・一般会計繰出金　　　/　4012 万５千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など 原案可決

（全会一致）
介護サービス事業勘定
144 万２千円 増額

（1064 万２千円）
・一般会計繰出金　/　133 万６千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

議案第 61 号
水道事業会計
（第１号）

【収益的収入】
37 万円　増額

（８億 6137 万３千円）
【収益的支出】
111 万５千円 増額

（８億 1521 万円）

【収益的収入】
・他会計補助金　　/　37 万円

【収益的支出】
・職員給与費ほか　/　111 万５千円　

原案可決
（全会一致）

議案第 62 号
下水道事業会計

（第１号）

【収益的収入】
988 万９千円　減額

（８億 2122 万３千円）
【収益的支出】
988 万９千円　減額

（８億 2116 万８千円）

【収益的収入】
・他会計補助金　　/　△ 988 万９千円　

【収益的支出】
・職員給与費ほか　/　△ 988 万９千円

原案可決
（全会一致）

※補正予算は予算決算常任委員会に付託されました。

※　　　色が付いたものは賛否の分かれた議案です。
本会議の内容を知りたい

「行方市議会　会議録検索システム」

　本会議の内容は、なめがた
エリアテレビや、インター
ネット録画中継でもご覧にな
れますが、会議の公式記録は
会議録となります。会議録は、
インターネットにて全文を確
認できます。
　市議会ホームページで「会
議録」を選択してください。


